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今日の話の内容 

• 福祉の考え方の基本 

  ノーマライゼーション、社会的包摂、措置から契約へ 

• 民生委員の活動  
  福祉資金の貸付と民生委員  
• 介護保険について 

  制度のしくみと今後の課題(2025年問題) 

• 守谷市の福祉の現状、高齢者と住まい 

• 医療・介護・福祉の連携(地域医療について）  
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福祉の考え方（１） 

経済を忘れた道徳は寝言である 

道徳を忘れた経済は罪悪であり 

福とは 物やお金の豊かさ 

福も祉も幸福を意味するが 

祉とは 心の豊かさ 

例えば、重度の障害児を育てる親の気持ち 
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福祉の考え方（２） 

１．ノーマライゼーション 

 
２．措置から契約へ(申請主義：本人の意思の尊重) 

   介護保険と成年後見制度 

   生活保護 

   更生保護 

３．大規模施設から小規模地域密着型へ 
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民生委員の活動 

• 制度の始まり 

   済世顧問制度(1917年） 岡山 
    方面委員制度(1918年) 大阪 

• 職務は民生委員法により定められている 
(例)援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで 
   きるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと 

• 生活福祉資金の貸付には民生委員の意見書が必須  

  (昭和30年世帯更生資金貸付制度創設) 
  みずき野地区での例： 

• 準要保護の申請 

  民生委員の関与は必須ではないが教育委員会や学校から意見を求め

られることはある。  
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福祉の専門職 

•  社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士 
•  ケアマネージャー 主任ケアマネージャー  
•  （保健師、訪問看護師） 
•  ホームヘルパー(訪問介護員) 
   H.25.4 から介護職員初任者研修がスタート 
地域包括支援センター 

  総合相談業務：社福士、主任ケアマネ、保健師の  
             チーム 
  その他、権利擁護、介護予防、地域包括ケア推進  
  等の業務を行う地域福祉の中核的機関 
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 介護保険について 
 

 

制度の仕組み／利用の仕方 

 

守谷市の介護保険施設 

 

地域の力 
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介護保険の制度概要 

• 保険者 守谷市 
• 被保険者 ６５歳以上 １号被保険者 
        ４０～６４歳 ２号被保険者 
• 医療保険は保険証があれば医療を受けられるが 介護

保険は要介護認定の申請が必要  
• 申請は本人ないし家族。書類は簡単。  
• 原則として申請から１カ月で認定（要介護度決定） 
• 要介護度に応じ、利用できるサービスや限度額決定 
• ケアマネージャーがケアプラン作成 
• サービス開始 
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現実を直視しよう－2025年問題 
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介護保険入所施設の種類 

１．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

   常時介護が必要で、自宅での介護が困難な人のための施設。 

   （要介護1～5が対象だが、4以上でないと入所は難しい） 

   広域型と地域密着型、広域型は全国どこの施設でも入所可能 

    

   守谷市には2か所（峰林荘と七福神） 大山新田に新設計画中 

 

 特徴 

   最後まで面倒を見てくれる「終の住処」 

   第一種社会福祉事業に指定され、信用ある社福法人が運営 

   利用料金が比較的安い（居住費や食費の負担限度額認定制度） 

   最近の施設はユニット型個室が採用され、居住性も改善 
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特養の利用料金の目安 
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特養待機者の状況（5／21現在） 
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２．介護老人保健施設（老健） 

• リハビリを中心とした医療サービスを提供し
自宅に復帰させることを目的とする。 

• 入所期間は介護保険法上の定めはないが3
か月以内が原則であり、基本的には「終の住
処」にはならない。 

• 施設によっては、長期入所を認め、特養待機
者の受け皿的役割も果たしている所もある。 

• 特養と比べて待機者は多くないが利用料は
特養より高い。負担限度額認定制度あり。 
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守谷市近辺の老健 

• ダ・ジャーレもりや 
• 緑寿荘（取手） 
• はあとぴあ（取手） 
• サンライフ宗仁会（取手）  
• 葵の園（常総市） 
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３．グループホーム 

• 要支援2から要介護5までの方が対象 
• 認知症の患者さんが共同生活する「家」 
• 看とりまで行うかどうかは施設次第だが利用者
の高齢化に伴い、「終の住処」になっている所が
多い。 

• 地域密着型介護保険施設 
   陽だまりの家、アットホームきりん荘、 
   ニチイケアセンター守谷、アンダンテ 
利用料金 
   入居一時金 0～30万円程度 
   介護保険自己負担分（1割） 2万５千～２万８千円 
   食費、家賃、水道光熱費など １２万～１７万程度  
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入所以外の介護保険サービス事業所 
• デイサービス（通所介護） 
    ゆうゆうケア・ワン、ぬくとばっこ、デイホームひだまり等       
• デイケア（通所リハビリ） 
    さとうデイケア、ダ・ジャーレ、デイケアあいた、西間木（戸頭）  
• 訪問介護 

    コスモス、社協、すずらん、アネシス、ゆらり  
• 訪問看護 

   タンポポ、ひかり、アネシス、あいた  

• 短期入所生活介護（ショートステイ）  
   峰林荘、七福神、花きりん、みやびの里 
その他、訪問リハ、訪問入浴など多種多数(市役所HP参照）  
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民間の高齢者向け住宅 

サービス付き 
高齢者向け住宅 
 

 
有料老人ホーム 
 

契約形態 
 

ほとんどが賃貸借権契約 
 

ほとんどが利用権契約 
 

施設概要 見守りと生活相談を提供する 

入浴、排せつ、食事などの介
助、食事作り、洗濯掃除など
の家事、健康管理のいずれか
を行う 

広さと設備の規定 

居室２５㎡以上（共用設備が
ある場合１８㎡以上） 
居室内にトイレ、洗面 
施設内に台所、浴室、収納。 
加齢対応構造 

居室１３㎡以上 
施設内に食堂、浴室、トイレ、
洗面設備、医務室、談話室 
 
加齢対応構造は必須でない 

自治体の関与 報告徴収と立ち入り検査 報告徴収と立ち入り検査 
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有料老人ホームの種類と契約上の注意点 

• 健康型：要介護状態になった場合は他の施設に移ること 
        が前提。終の住処にはならない。      
• 住宅型：生活支援サービスがついた高齢者向け居住施設 
• 介護付き：介護サービスがついた高齢者向け居住施設 
 
 
注意する点 
  賃貸マンションと有料老人ホームでは権利関係が大きく異なることに注意。 
  例えば利用権は賃借権と異なり相続できないので夫婦二人で入居した後、 
  どちらかが亡くなった場合、残された方の権利は法律的には保護され 
  ない？ あるいは建物のオーナーが代わっても賃借権は保護されるが、 
  利用権には法律上の保護はなく、あくまで個々の契約内容次第。 
 
   利用権がどのような時に終了するか良く確認する 
   思わぬ料金がかかり、利用料を支払えなくなる 
   期待していたような介護サービスが受けられない 
   気に入らなくて退所するときの入居時費用の償却に注意 

     重要事項説明書をよく読むことが必要。 
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その他の福祉施設 

•  ケアステーション守谷 
    高次脳機能障害  
•  さくら荘 
    知的障害者の入所施設 
•  ひこうせん(守谷市障害者福祉センター） 
    就労継続支援B型施設 
    障害者の相談・支援 
•  子供療育教室  
    就学前の心身障害・発達障害児の療育訓  
    練を行う通所施設  
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介護保険（訪問介護）で 
できること、できないこと 

• 身体介護 
  外出の介助について、介護施設の見学や通院、生活必需品の買い物

はできますが、趣味嗜好に関する外出、墓参、冠婚葬祭は不
可、外食の介助もできません。 

• 生活援助  
  一人暮らし、あるいは同居する家族がいても家事ができない

事情がある場合に居室の掃除、洗濯、調理などできますが、
主として本人が使用する居室以外の掃除、本人以外の人の
ための洗濯、調理や草むしり、水やり、剪定、窓ふき、ワック
スがけ、ペットの世話等は出来ません。本人不在中の留守
番等もできません。 

• その他、預貯金の引き出しや預け入れ、貴重品の取り扱い
は出来ません。  
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介護保険の制約を超えるもの 

  要介護状態にあっても、生きている限りは全て
を介護保険の制約のなかで生活することなど出
来ません。制度の狭間を埋め、制約を乗り越え
るために、 

• 社協の日常生活自立支援事業やほほえみサー
ビスの利用のほか、 

• シルバー人材センターやNPOなどの地域活動 
• 町内会の活動など、 

地域の共助が大切になります。 
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医療・介護・福祉の連携の重要性 

• 高齢者の入院には問題が多い  
  スペースやスタッフの限られる病院での生活は   
   QOLの面では最悪。高齢者にとっては特に負担が  
   大きい。 
• 医療を患者の住み慣れた場に持ってくる 
  ＝地域医療（医療、介護、福祉の連携）が重要 
• 地域医療の取り組みには地域差が大きい。  
•   
•   
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1992年療養型病床群 
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